
問 

住
民
課 

住
民
年
金
係 

☎
６
５
・
３
３
０
１

令
和
3
年
度
子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長
期
化

し
、
そ
の
影
響
が
様
々
な
人
々
に
及
ぶ
中
、
我
が
国
の

子
供
た
ち
を
力
強
く
支
援
し
、
そ
の
未
来
を
拓
く
観
点

か
ら
、
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
取
組
の
一
つ
と
し
て
、

児
童
（
平
成
15
年
4
月
2
日
か
ら
令
和
4
年
3
月
31
日

生
ま
れ
）
を
養
育
す
る
方
に
臨
時
特
別
給
付
金
を
給
付

し
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】
次
の
対
象
者
の
う
ち
、
令
和
3
年
度
の

　

所
得
が
児
童
手
当
と
同
様
の
所
得
制
限
限
度
額
内
の
人

　

①
令
和
3
年
9
月
分
の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

　

※
令
和
3
年
9
月
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、

　
　

令
和
3
年
10
月
分
の
児
童
手
当
受
給
対
象
の
方

　

※
9
月
に
転
出
し
た
場
合
も
桂
川
町
か
ら
の
給
付
と

　
　

な
り
ま
す
。

　

②
令
和
3
年
9
月
30
日
（
基
準
日
）
時
点
で
平
成
15

　
　

年
4
月
2
日
～
平
成
18
年
4
月
1
日
の
間
に
生
ま

　
　

れ
た
児
童
（
高
校
生
等
）
を
養
育
す
る
父
母
等
の

　
　

う
ち
所
得
の
高
い
方

　

③
令
和
3
年
10
月
1
日
か
ら
令
和
4
年
3
月
31
日
ま

　
　

で
の
間
に
新
し
く
生
ま
れ
た
児
童
（
新
生
児
）
の

　
　

児
童
手
当
を
受
給
す
る
予
定
の
方

【
給
付
金
額
】
対
象
児
童
1
人
に
つ
き
現
金
10
万
円

子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

【
申
請
方
法
】
次
の
①
②
③
対
象
者
の
方
に
は
、
12
月
に

　

先
行
給
付
の
5
万
円
の
振
込
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま

　

す
の
で
通
帳
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
残
り
の
5
万

　

円
に
つ
い
て
は
、
1
月
上
旬
に
振
込
予
定
で
す
。

　

①
桂
川
町
か
ら
令
和
3
年
9
月
分
の
児
童
手
当
の
受

　
　

給
を
受
け
た
方

　

②
令
和
3
年
9
・
10
月
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育
し
、

　
　

桂
川
町
に
児
童
手
当
の
申
請
を
行
っ
た
方

　

③
高
校
生
等
（
15
歳
～
18
歳
）
の
う
ち
、
弟
か
妹
が

　
　

桂
川
町
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

　

①
②
③
以
外
の
方
（
高
校
生
の
み
を
養
育
し
て
い
る

　

方
、
公
務
員
の
方
、
令
和
３
年
11
月
1
日
か
ら
令
和

　

４
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
児
童
を
養
育

　

し
て
い
る
方
等
）
は
、
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
の
方
に
は
、
郵
送
で
お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
お

　

り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
限
】
令
和
4
年
3
月
31
日
（
3
月
生
ま
れ
の
場

　

合
は
4
月
15
日
ま
で
）

【
支
給
日
】
審
査
後
に
振
込
日
を
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま

　

す
。

【
注
意
事
項
】

　

子
ど
も
が
高
校
の
寮
に
入
寮
し
て
い
る
な
ど
、
養
育

者
と
違
う
と
こ
ろ
に
住
民
票
が
あ
る
場
合
は
、
申
請
書

が
届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
書
が
届
い
て
い

な
い
方
は
、
桂
川
町
役
場
住
民
課
ま
で
、
ま
ず
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

※
な
お
こ
ち
ら
の
情
報
は
、
12
月
20
日
時
点
の
情
報

　
　

に
基
づ
き
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
を
延
長

〇
桂
川
町
の
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
ま
た
は
発
熱

の
症
状
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
療
養
の
た
め
に
就
労

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
（
適
用
期
間
内
で
左

記
の
要
件
を
満
た
す
方
に
限
る
）
に
つ
い
て
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
適
用
期
間
】
令
和
2
年
1
月
1
日
～
令
和
3
年
12
月
31

日
ま
で

　

令
和
2
年
1
月
1
日
～
令
和
4
年
3
月
31
日
ま
で
延
長

【
傷
病
手
当
金
の
対
象
と
な
る
方
】

　

次
の
４
つ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

　

①
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
、
桂
川
町
国
民
健
康

　

保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
で

　

あ
る
こ
と

　

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
と
き

　

又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
当
該
感
染
症
の
感
染

　

が
疑
わ
れ
、
療
養
の
た
め
に
労
務
に
服
す
る
こ
と

　

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

　

③
３
日
間
連
続
し
て
仕
事
を
休
み
、
４
日
目
以
降
も

　

休
ん
だ
日
が
あ
る
こ
と

　

④
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
か
、
一
部
減

　

額
さ
れ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と

傷
病
手
当
金
適
用
期
間
の
延
長

手当金

令和 4 年 . 広報けいせん 1 月 12 頁


